
　 知 事 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 十 四 号

　　　 知 事 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 等

　　　 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 知 事 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 知 事 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 八 条 中 「 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 ） 」

を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ） 」 に 改 め る 。

（ 知 事 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例

施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 知 事 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実

に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 以 下 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記 録

媒 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め る 。

　　 第 五 条 及 び 第 八 条 第 一 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め る 。

（ 無 料 低 額 宿 泊 所 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 無 料 低 額 宿 泊 所 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 二 年 石 川 県 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 一 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で

き る 物 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で

き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 を

い う 。 ） 」 に 改 め る 。

（ 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 改 正 ）
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第 四 条　 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 情 報 を 確 実 に 記 録 し て お く こ

と が で き る 物 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ

と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） に 係 る 記 録

媒 体 を い う 。 ） 」 に 改 め る 。

　 一 　 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ） 第

四 条 第 二 項 第 二 号

　 二 　 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県

規 則 第 五 十 四 号 ） 第 三 条 第 二 項 第 二 号

　 三 　 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 規 則 第 五 十 五 号 ） 第 十 一 条 の 二 第 二 項 第 二 号

　 四 　 介 護 老 人 保 健 施 設 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県

規 則 第 五 十 七 号 ） 第 五 条 第 二 項 第 二 号

　 五 　 介 護 医 療 院 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 三 十 年 石 川 県 規 則 第 七

号 ） 第 五 条 第 二 項 第 二 号

（ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条　 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則

第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 二 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に 準 じ る 方 法 に よ り 一 定 の 情 報 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で

き る 物 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で

き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 を

い う 。 ） 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 母 体 保 護 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条　 石 川 県 母 体 保 護 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 八 年 石 川 県 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 条 を 削 る 。

　　 別 記 第 八 号 様 式 及 び 別 記 第 九 号 様 式 を 削 る 。

（ 石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条　 石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 二 十 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を

確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 次 号 及 び 次 条 に お い て 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電

磁 的 記 録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 次 号 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電

磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め る 。

　　 第 二 十 四 条 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め る 。

（ 建 築 士 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条　 建 築 士 法 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 五 年 石 川 県 規 則 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 三 条 の 十 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 」 の 下 に 「 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ

と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の 項 及

び 第 二 十 七 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録

に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 第 二 十 七 条 第 三 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。

　　 第 二 十 七 条 第 三 項 第 二 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め る 。

（ 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条　 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 規 則 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 第 一 項 中 「 次 項 」 を 「 第 五 号 及 び 次 項 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 磁 気 デ ィ ス ク （ こ

れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 ） 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 、 「 は

り 付 け た 」 を 「 貼 り 付 け た 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令和７年３月 31 日（月曜日） 号� 外2 石 川 県 公 報



　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 十 五 号

　　　 石 川 県 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 （ 平 成 七 年 石 川 県 規 則 第 七 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 「 、 「 一 連 の 調 達 契 約 」 」 及 び 「 、 一 連 の 調 達 契 約 」 を 削 る 。

　 第 四 条 中 「 （ 一 連 の 調 達 契 約 の う ち 最 初 の 契 約 以 外 の 契 約 （ 最 初 の 契 約 に 係 る 公 告 に お い て 、 最 初 の 契 約 以 外 の 契

約 に 係 る 公 告 を そ の 入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 二 十 四 日 前 ま で に 行 う 旨 を 明 示 し た も の に 限 る 。 ） に 係 る 一 般 競 争

入 札 に つ い て は 、 二 十 四 日 前 ） 」 を 削 る 。

　　　 附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 石 川 県 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て

行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 で 同 日 以 後 に 締 結 さ れ る も の に つ い て は 、 適 用 し な い 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 十 六 号 

　　　 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 四 条 の 三 を 削 る 。

　　 第 七 十 条 第 三 項 中 「 又 は 口 座 振 替 済 通 知 書 」 を 削 る 。

　　 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 様 式 目 次 中

　

「 第 十 号 様 式　　　　　　　　　　 領 収 証 書　　　　　　　　　　　　　　 第 十 四 条

　 第 十 号 の 二 様 式 （ そ の 一 ）　　　 県 税 口 座 振 替 済 通 知 書　　　　　　　　 第 十 四 条 の 三

　 第 十 号 の 二 様 式 （ そ の 二 ）　　　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 口 座 振 替 済 通 知 書　 第 十 四 条 の 三

　 第 十 号 の 二 様 式 （ そ の 三 ）　　　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 口 座 振 替 済 通 知 書　 第 十 四 条 の 三 」
を

　 「 第 十 号 様 式　　　　　　　　　　 領 収 証 書　　　　　　　　　　　　　　 第 十 四 条 」 に 、

　

「 第 六 十 九 号 の 四 様 式 （ そ の 一 ）　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 納 税 証 明 書　　　　 第 七 十 条

　 第 六 十 九 号 の 四 様 式 （ そ の 二 ）　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 納 税 証 明 書　　　　 第 七 十 条

　 第 六 十 九 号 の 四 様 式 （ そ の 三 ）　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 納 税 証 明 書　　　　 第 七 十 条 」
を

　 「 第 六 十 九 号 の 四 様 式　　　　　　 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） 納 税 証 明 書　　　　 第 七 十 条 」 に 改 め る 。

　　 第 五 号 様 式 （ そ の 二 の 二 ） （ 表 ） 中

「上記のとおり、口座から振替納税されます。

　なお、口座振替済通知書及び継続検査用納税証明書は、

　振替後に郵送します。

　　　　　　石　川　県　知　事　　印 」

を

　

「上記のとおり、口座から振替納税されます。

　　　　　　　石　川　県　知　事　　印� 」

に 改 め る 。

　　 第 十 号 の 二 様 式 （ そ の 一 ） 、 同 様 式 （ そ の 二 ） 及 び 同 様 式 （ そ の 三 ） を 削 る 。

　 　 第 十 九 号 の 四 様 式 備 考 、 第 十 九 号 の 六 様 式 備 考 ２ 、 第 三 十 四 号 の 二 様 式 備 考 、 第 三 十 四 号 の 三 様 式 （ 裏 ） 、 第

三 十 五 号 の 三 様 式 （ そ の 一 ） 備 考 ２ 、 同 様 式 （ そ の 二 ） 備 考 ２ 、 同 様 式 （ そ の 三 ） 備 考 ２ 、 同 様 式 （ そ の 四 ） 備 考

２ 、 第 三 十 六 号 様 式 備 考 ５ 及 び 第 三 十 八 号 の 二 様 式 備 考 ２ 中 「第２条第15項」 を 「第２条第16項」 に 改 め る 。

　　 第 四 十 八 号 の 二 様 式 備 考 ２ 及 び 第 四 十 九 号 の 二 様 式 備 考 中 「同条第15項」 を 「同条第16項」 に 改 め る 。

　　 第 五 十 四 号 様 式 備 考 ２ 中 「第２条第15項」 を 「第２条第16項」 に 改 め る 。
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　　 第 五 十 五 号 様 式 備 考 ２ 及 び 第 五 十 六 号 様 式 備 考 ３ 中 「同条第15項」 を 「同条第16項」 に 改 め る 。

　 　 第 六 十 九 号 の 四 様 式 （ そ の 一 ） を 第 六 十 九 号 の 四 様 式 と し 、 第 六 十 九 号 の 四 様 式 （ そ の 二 ） 及 び 同 様 式 （ そ の 三 ）

を 削 る 。

（ 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「第２条第15項」 を 「第２条第16項」 に 改 め る 。

　 一 　 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 石 川 県 規 則 第 四 十 九 号 ）

別 記 様 式 第 一 号 備 考 ３

　 二 　 原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 規 則 第 七 号 ）

別 記 様 式 第 一 号 （ 裏 ） 備 考 ３

　 三 　 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 規 則 第 三 十 三 号 ） 別

記 様 式 第 一 号 （ 裏 ） 備 考 ３

　 四 　 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 三 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八

号 ） 別 記 様 式 第 一 号 （ 裏 ） 備 考 ３

　　　 附　 則 

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使

用 す る こ と が で き る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 十 七 号

　　　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運

　　　 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 二 条 中 「 二 十 人 」 を 「 十 五 人 」 に 、 「 三 十 人 」 を 「 二 十 五 人 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 中 「 二 十 人 」 を 「 十 五 人 」 に 、 「 三 十 人 」 を 「 二 十 五 人 」 に 改 め る 。

　　 第 八 条 の 表 一 の 項 中 「 三 十 人 」 を 「 二 十 五 人 」 に 改 め 、 同 表 二 の 項 中 「 二 十 人 」 を 「 十 五 人 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 三 項 中 「 十 年 間 」 を 「 十 二 年 間 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 　 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 十 二 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 中 「 十 五 人 」 と あ る の は 「 二 十 人 」 と 、「 二 十 五 人 」 と あ る の は 「 三 十 人 」 と す る 。

（ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ 　 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 二 条 及 び

第 八 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 二 条 中 「 十 五 人 」 と あ る の は 「 二 十 人 」 と 、 「 二 十 五 人 」 と あ る の

は 「 三 十 人 」 と 、 第 八 条 の 表 一 の 項 中 「 二 十 五 人 」 と あ る の は 「 三 十 人 」 と 、 同 表 二 の 項 中 「 十 五 人 」 と あ る の は

 「 二 十 人 」 と す る 。

令和７年３月 31 日（月曜日） 号� 外4 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 十 八 号

　　　 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） 第 二 条 の 規 定 の 施 行 期 日 は 、

令 和 八 年 四 月 一 日 と す る 。

令和７年３月 31 日（月曜日） 号� 外 5石 川 県 公 報
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